
目

次

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
県
民
生
活

文

化

課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
地
域

県

民

局
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
西
北
地
域

県

民

局
）
…
二

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
五
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
Ｉ
Ｔ
Ｓ
ク
ラ
ブ

三

代
表
者
の
氏
名

阿
部

一
能

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
篠
田
二
丁
目
三
の
一
七

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
道
路
交
通
の
安
全
性
、
輸
送
効
率
、
快
適
性
の
向
上
な
ど
を

図
る
た
め
に
、
最
先
端
の
情
報
通
信
技
術
等
を
用
い
て
、
人
と
道
路
と
車
両
と
を
一
体
の
シ
ス
テ

ム
と
し
て
構
築
す
る
新
し
い
道
路
交
通
シ
ス
テ
ム
（
Intelligent
T
ransport
System
s、

以
下

Ｉ
Ｔ
Ｓ
）
に
つ
い
て
調
査
・
研
究
し
、
普
及
・
啓
発
を
図
る
と
と
も
に
、
Ｉ
Ｔ
Ｓ
関
連
事
業
を
実

施
す
る
こ
と
を
通
じ
、
国
民
の
生
活
向
上
並
び
に
経
済
、
産
業
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
九
月
六
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
マ
ザ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド

三

代
表
者
の
氏
名

清
藤

哲
夫

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
上
鞘
師
町
一
八
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
弘
前
市
内
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
（
児
童
扶
養
手
当
受
給
世
帯
、
及
び
こ
れ
に
準

青
森
県
報
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第
四
千
三
百
五
十
三
号

平
成
二
十
九
年

九
月
二
十
二
日

（
金
曜
日
）



ず
る
世
帯
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
て
、
ひ
と
り
親
等
の
就
労
の
場
の
提
供
と
子
育
て
を

支
援
す
る
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
経
済
的
か
つ
社
会
的
自
立
支
援
を
図
り
、
も
っ
て
地
域

福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

木
村
タ
イ
ル
工
業
所

二

氏
名

木
村
稔

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
茶
屋
町
一
九
の
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
六
）
第
一
七
〇
八
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

石
工
事
業
及
び
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ツ
ク
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
六
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。

平
成
二
十
九
年
九
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

笠
井
建
設

二

氏
名

笠
井
喜
一

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
松
島
町
七
丁
目
三
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可
（
般
―
二
七
）
第
七
七
三
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
九
年
八
月
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
舗
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
九
年
四
月
六
日
前
記
建
設
業
者
が
死
亡
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭


